
会議録（１） 
 
 
会議の名称 

 

 
令和元年度第１回飯能市市民後見推進審議会 

 
開催日時  

 

 
令和２年２月１７日（月） 
開会 １７時００分    閉会 １７時２８分 

 
 

開催場所  
 
飯能市総合福祉センター 視聴覚室 

 
 

会長氏名  
 

高橋 弘 
 

 
 

出席委員  
 

 
高橋  弘  草地 未紀  浅見 隆行  角田 健一   

 池田 徳幸  野口 博巳  大野 悟 

 
欠席委員  

 
 大森 三起子  坂本 美津子   
 

 
傍聴者の数 

 
０人 

 
 

会議次第  
 
別紙のとおり 

 
 

配 布 資 料 
 
別紙のとおり 

 
 
 

事 務 局 
 
 

 
健康福祉部長 田中 雅夫 
介護福祉課長 五十川 美也子 

主査 平沼 正行  主任 金子 美知加 
地域・生活福祉課長 中村 孝一 
障害者福祉課長 安藤 礼子 

 



 

会議録（２） 
 

議 事 の 概 要 （ 経 過 ） ・ 決 定 事 項 

 
１ 開会 
 
２ 委嘱状交付 
 
３ 会長あいさつ 
 
４ 部長あいさつ 
 
５ 議題 

（１）飯能市市民後見推進事業の進捗状況について 
－承認－ 

（２）成年後見制度の利用促進について 
 －承認－ 
（３）その他 

 
６ 閉会 



会議録（３） 

 

発言者 発 言 内 容 

五十川課長 
 
 
 
高橋会長 
 
田中部長 
 
高橋会長 
 
 
金子主任 
 
浅見委員 
 
平沼主査 
 
 
浅見委員 
 
平沼主査 
 
 
 
高橋会長 
 
 
 
草地委員 
 
 
高橋会長 
 
 

（開会） 
 
（田中部長より委嘱状の交付） 
 
（あいさつ） 
 
（あいさつ） 

 
始めに「（１）飯能市市民後見推進事業の進捗状況について」を議題

といたします。 
 
（資料に基づき説明：資料１－１､１－２、１－３） 

 
 主な相談内容について教えてください。 
 
主に制度の仕組み、内容、利用を開始するタイミング等、初歩的な

相談をいただいております。 
 
啓発活動において工夫されていることはありますか。 
 
来年度、市民後見推進事業の一環として、市民に対して制度の周知

を行う予定です。より多くの方に制度を知っていただき、制度の利用

促進につながるような内容にしたいと考えております。 
 
国においても広報に力を入れております。今回、市民後見制度から

成年後見制度全般の促進に向けた流れができているので、これを機会

に様々な広報の取組をしていただきたいと思います。 
 
中央大学大学院の聴講内容、また、聴講したことで本審議会やその

他の取組にフィードバックされていることがあれば教えてください。 
 
新井誠教授の大学院の授業を聴講しております。制度全般、信託に

関する知識について最先端の学説を学んでいると聞いております。 
また、3 月 14 日に開催される発表会を兼ねたシンポジウムにおいて、



 
 
 
草地委員 
 
 
 
高橋会長 
 
 
平沼主査 
 
高橋会長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五十川課長 
 
平沼主査 
 
 
 
 
 

「多摩モデル構築に向けて」をテーマに聴講生が発表を行う予定であ

り、発表内容を冊子にまとめると聞いております。 
 
可能であれば聴講した方に講義してもらうなど、本審議会にフィー

ドバックしていただき、実践的な流れに繋げられるとより良いと思い

ます。 
 
続いて、「（２）成年後見制度の利用促進について」を議題といたし

ます。 
 

（資料に基づき説明：資料２） 
 

 国の基本計画では、全自治体において利用促進の取組を実施するこ

とになっております。近隣の状況について報告しますと、入間市では

市が設置主体となる中核機関はありませんが、社会福祉協議会が権利

擁護センターを設置しています。国は権利擁護センターという名称で

あっても、広報・相談機能を整えていれば、中核機関とすることがで

きるとしています。したがって、入間市では事実上中核機関を設置し

ていることになります。2 年間の市民後見養成研修を終了し、申立て

中も含めると 8 件の受任が進んでおります。 
なお、特筆すべき点は、飯能市と基本的に同じ仕組みを採用してい

ることです。将来的に研修の合同化と共通化を図り、各市の職員の負

担、コストを軽減し、共有できる制度運用をしていきたいと聞いてお

ります。 
 また、日高市においても飯能市、入間市と同じような仕組みを作り、

広域的な連携を図っていきたいと聞いております。 
 また、毛呂山町は委員会が組成されており、法人後見を中心とした

成年後見制度の活用に力を入れていると聞いております。 
また、越生町では、ＮＰＯ法人が多くの件数を受任していると聞い

ております。 
 
最後に、「（３）その他」として事務局より報告いたします。 

 
飯能市市民後見推進審議会は本日の会議が最後になる予

定です。新しく設置予定の飯能市成年後見制度利用促進審議

会ですが、開催時期は未定ですが、おおむね１か月前には開

催通知を発送させていただきたいと思いますので、ご協力を

お願いします。  

 



高橋会長 
 
 
五十川課長 

 以上で本日の議題は終了となりますので、議長の職を降ろさせてい

ただきます。ご協力ありがとうございました。 
 
（閉会） 

議事のてん末・概要を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。 
  令和  年  月  日 
     議長の署名                     
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